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無事故で年末 笑顔で年始 

      パ ト ロ ー ル  

      稲   羽  
 

 春の全国交通安全県民運動  
令和７年４月６日(日)～４月１５日(火) 

発 行 

各務原警察署 

稲 羽 交 番 

０５８－３８２－０３４６               

 

省エネ詐欺にご注意を！！ 
 

「建築物省エネ法が変わったので、省エネ

のリフォームをしないと罰金ですよ。」と言って

省エネリフォームを強要する詐欺にはくれぐ

れも、ご注意下さい。 

義務化されたのは、これから建てる新築住

宅等ですので現在、みなさんがお住いの住宅

は、省エネリフォームをしない 

からといって法律違反になる 

ものではありません。 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

交
番
か
ら
の 

お
願
い
で
す 

 

新
入
学
・
新
社
会
人 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

不
安
な
が
ら
の
出
発
だ
と

思
い
ま
す
。
お
子
さ
ん
に
あ

っ
て
は
お
兄
ち
ゃ
ん
お
姉
ち

ゃ
ん
と
一
緒
に
登
校
す
る
毎

日
、
新
社
会
人
に
あ
っ
て
は
、

通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
で
会
社
に
着

く
ま
で
に
疲
れ
る
毎
日
だ
と

思
い
ま
す
。 

 

早
く
生
活
の
リ
ズ
ム
を
作

り
、
交
通
の
危
険
箇
所
を
把

握
す
る
な
ど
し
て
不
安
解
消

し
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

 重点 

〇こどもを始めとする歩行者が安全に通行で

きる道路交通環境の確保と正しい横断方法

の実践 

〇歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根

絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な

使用の促進 

〇自転車・特定小型原動機付自転車利用時の

ヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底 

ニ
セ
警
察
官
か
ら
の 

電
話
に
注
意 

 

一
般
の
固
定
電
話
に
対
し
て
警
察
官

を
名
乗
り 

「
逮
捕
し
た
犯
人
が
あ
な
た
の
名
義

の
口
座
を
持
っ
て
い
た
」 

な
ど
の
電
話
が
か
か
る
事
案
が
発
生
し

て
い
ま
す
。 

 

犯
人
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
ビ
デ
オ
通
話
を
利

用
し
て
、
偽
物
の
警
察
手
帳
や
逮
捕
状

な
ど
を
見
せ
て
本
物
の
警
察
官
と
信
用

さ
せ
、
示
談
金
や
保
釈
金
名
目
で
金
銭

等
を
要
求
し
て
き
ま
す
。
と
く
に
そ
の

類
の
電
話
は
国
際
電
話
の
回
線
か
ら
か

か
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
傾
向
で
す
。 

 

被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
も 

「
国
際
電
話
利
用
休
止
」 

の
お
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

国
際
電
話
番
号
と
は 

 
 
 

＋
１ 

＋
４
４ 

な
ど
＋
か
ら
始
ま
る
電
話
番
号
の
こ
と

で
す
。 

（
海
外
と
の
電
話
が
不
要
な
方
は
、
発

信
、
着
信
を
無
償
で
休
止
で
き
ま
す
の

で
、
各
務
原
警
察
署
、
交
番
へ
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。
） 

  

〇事件・事故は 110番、事件・事故以外は 

警察相談専用電話 ♯９１１０ 

〇安全運転相談ダイヤル♯８０８０【シャープハレバレ】 

（受け付けは原則平日の午前８時３０分から午後５時１５分） 

右のＱＲコードから 

各務原警察署の 

公式ホームページに 

入れます。 
 

 

 

 


